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御
装
束
神
宝
の
調
製

釆

野

武

朗

　

第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
が
今
秋
斎
行
さ
れ
る
に
あ
た
り
、

神
々
が
お
遷
り
に
な
る
新
宮
の
造
営
と
な
ら
び
新
宮
内
に
奉
献
申

し
上
げ
る
御
装
束
神
宝
も
新
た
に
調
進
さ
れ
る
。
現
行
制
度
に
お

け
る
御
装
束
神
宝
の
調
進
に
つ
い
て
は
昭
和
四
年
度
第
五
十
八
回

式
年
遷
宮
に
際
し
、
大
正
年
間
の
古
儀
調
査
に
お
い
て
『
御
装
束

神
宝
式
目
』
が
制
定
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
員
数
が
今
日
の
調
進

の
制
度
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
『
御
装
束
神
宝
式
目
』
に
お
け
る
御
料
の
員
数
は
御
装
束

が
五
二
五
種
、
一
〇
八
五
点
、
神
宝
が
一
八
九
種
、
四
九
一
点
で

合
計
七
一
四
種
、
一
五
七
六
点
と
な
る
。
こ
の
ほ
か
に
辛
櫃
、
大

櫃
、
檜
物
櫃
、
置
台
な
ど
の
臨
時
品
の
附
属
御
料
が
三
三
種
、
二

四
八
点
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
御
装
束
神
宝
（
以
下
、
装
束
神
宝
と
略
）
は
「
装
束
」
と

「
神
宝
」
に
大
別
さ
れ
る
。

装
束

　

装
束
は
儀
式
が
行
わ
れ
る
に
当
た
り
、
殿
上
や
庭
上
を
そ
の
目

的
に
応
じ
て
装
飾
す
る
事
で
あ
る
が
、
広
義
に
は
装
飾
品
そ
れ
自

体
も
装
束
と
い
い
、
神
宮
に
お
け
る
装
束
は
後
者
に
属
す
る
。
装

束
は
用
途
に
よ
り
四
種
目
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
用
途
と
員
数
を
次

に
掲
げ
る
。

　

一
、
殿
舎
の
鋪
設
具　
　

八
九
点

　
　
　
　

御
壁
代
四
八
条　

御
幌
四
一
条

　

二
、
神
座
の
鋪
設
具　
　

二
三
七
点

　
　
　
　

�
御
蚊
屋
三
二
条　

御
天
井
一
六
条　

御
帳
三
九
条　

納

綿
御
被
八
五
条　

袷
御
被
六
五
条

随

想
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三
、
服
飾
、
容
飾
及
び
そ
れ
ら
に
関
連
す
る
品　
　

四
七
七
点

　
　
　
　

�

御
衣
六
五
領　

御
裳
五
一
腰　

御
袴
四
腰　

御
帯
五
八

条　

御
比
礼
一
二
条　

御
意
須
比
一
二
条　

御
巾
一
二

条　

御
袜
一
二
条　

御
新
羅
組
三
八
条　

御
加
美
阿
弖

八
条　

御
髺
結
四
二
条　

御
枕
四
基　

御
履
四
両　

御

櫛
笥
一
八
合　

御
襪
一
〇
両　

御
鏡
二
六
面　

御
白
玉

八
一
丸　

御
衣
筥
三
合　

御
荒
筥
一
合　

奉
座
楊
筥
一

六
合

　

四
、
遷
御
路
程
の
威
儀
具　
　

二
八
二
点

　
　
　
　

�

御
蓋
三
具　

御
翳
六
柄　

御
笠
四
枚　

垣
代
一
六
条　

行
障
三
二
条　

仮
御
樋
代
或
御
船
代
料
六
〇
条　

御
道

敷
一
六
一
端

と
な
り
、
こ
れ
ら
の
品
目
に
は
御
鏡
を
納
め
る
轆
轤
筥
や
御
枕
、

御
襪
、
御
履
な
ど
を
納
め
る
楊
筥
な
ど
の
附
属
御
料
が
皇
大
神
宮

で
七
四
点
、
豊
受
大
神
宮
で
二
六
点
、
皇
大
神
宮
別
宮
で
一
三
三

点
、
豊
受
大
神
宮
別
宮
で
四
四
点
、
合
計
二
七
七
点
が
そ
れ
ぞ
れ

の
品
目
員
数
内
に
包
含
す
る
。

神
宝

　

神
宝
は
神
々
の
御
用
に
供
す
る
調
度
の
品
々
で
、
こ
れ
ら
も
次

の
六
種
目
に
分
類
さ
れ
る
。
そ
の
品
目
と
員
数
を
次
に
掲
げ
る
。

　

一
、
紡
績
具
・
紡
織
具　
　

五
三
点

　
　
　
　

�

金
・
銀
銅
御
椯
九
基　

金
・
銀
銅
御
桛
九
枚　

金
・
銀

銅
御
麻
笥
九
口　

金
・
銀
銅
御
鎛
三
枚　

御
椯
三
基　

御
桛
三
枚　

御
麻
笥
三
口　

御
鎛
三
枚　

御
籰
四
枚　

御
木
絡

四
基　

御
高
機
一
具　

金
銅
高
機
二
具

　

二
、
武
器
・
武
具　
　

三
八
〇
点

　
　
　

�

御
弓
五
九
張　

御
靭
一
〇
三
腰　

御
胡
籙
一
一
腰　

御
矢

八
束　

御
鞆
二
九
枚　

御
太
刀
六
〇
柄　

御
鉾
五
五
竿　

御
楯
五
五
枚

　

三
、
馬
具　
　

九
点

　
　
　
　

御
鞍
三
具　

御
彫
馬
六
匹

　

四
、
楽
器　
　

二
点

　
　
　
　

御
琴
二
面

　

五
、
文
具　
　

八
点

　
　
　
　

御
硯
八
面

　

六
、
こ
の
他
の
日
常
具　
　

三
九
点

　
　
　
　

�

御
鏡
五
面　

御
玉
一
顆　

五
色
御
玉
二
連　

御
荒
筥
二

合　

御
冠
一
具　

御
笏
一
握　

御
檜
扇
一
柄　

御
玉
佩

筥
二
合　

御
脇
息
一
脚　

御
牀
几
・
呉
床
二
具　

御
小

刀
二
柄　

御
鈴
八
口　

御
香
爐
一
枚　

御
香
箸
一
雙　

御
火
桶
二
口　

御
大
笥
七
口

と
な
り
、
こ
れ
ら
の
品
目
に
は
装
束
同
様
、
御
太
刀
を
佩
く
平
緒
、

鮒
形
、
太
刀
袋
や
、
御
玉
を
納
め
る
玉
筥
な
ど
の
神
宝
の
附
属
御
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料
が
皇
大
神
宮
で
一
〇
五
点
、
豊
受
大
神
宮
で
四
四
点
、
皇
大
神

宮
別
宮
で
一
三
三
点
、
豊
受
大
神
宮
別
宮
で
四
〇
点
、
合
計
三
二

二
点
あ
り
、
こ
れ
ら
を
先
の
装
束
の
附
属
御
料
と
合
せ
る
と
総
計

五
九
九
点
と
な
り
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
装
束
神
宝
の
員
数
定
数
内

に
包
含
さ
れ
る
。

奉
献
の
推
移

　

式
年
遷
宮
制
度
に
お
い
て
の
装
束
神
宝
の
品
目
の
撰
定
と
そ
れ

ら
を
奉
献
す
る
制
度
が
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
そ
の
時
期

は
明
確
で
な
く
、
正
史
の
記
録
は
平
安
期
ま
で
下
る
。
嘉
祥
二
年

（
八
四
九
）
の
『
続
日
本
後
紀
』
巻
一
九
、
九
月
七
日
の
条
に
は

　
「
左
少
弁
従
五
位
上
文
屋
の
朝
臣
助
雄
ら
を
遣
わ
し
て
神
宝
を

伊
勢
太
神
宮
に
奉
ら
る　

是
れ
二
十
年
に
一
度
奉
る
所
の
例
な

り
」
と
あ
り
こ
の
記
録
か
ら
は
遷
宮
に
お
い
て
二
〇
年
に
一
度
神

宝
の
奉
献
が
行
わ
れ
て
い
た
事
が
既
に
恒
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
て
、
こ
れ
は
同
年
九
月
十
六
日
斎
行
の
皇
大
神
宮
第

九
回
式
年
遷
宮
に
該
当
す
る
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
光
孝
天
皇
仁
和

二
年
（
八
八
六
）
の
『
日
本
三
代
実
録
』
九
月
五
日
の
条
に
は

「
太
神
宮
神
宝
を
奉
ら
る
る
使　

左
大
史
正
六
位
上　

善
世
宿
禰

有
与　

史
生
二
人　

官
掌
一
人
進
発　

凡
そ
伊
勢
太
神
宮
神
宝  

二
十
年
に
一
度
作
り
改
む
」
と
あ
り
、
こ
の
記
録
か
ら
は
こ
の
頃

既
に
二
〇
年
に
一
度
装
束
神
宝
が
造
り
改
め
ら
れ
て
、
言
い
換
え

れ
ば
二
〇
年
に
一
度
御
料
の
調
製
が
更
新
さ
れ
て
新
た
な
装
束
神

宝
が
調
進
さ
れ
て
い
た
事
が
こ
の
記
録
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
れ

ら
二
つ
の
記
録
に
見
て
と
れ
る
、
二
〇
年
に
一
度
作
り
改
め
、
装

束
神
宝
の
調
製
を
更
新
し
伊
勢
太
神
宮
に
奉
献
さ
れ
た
品
目
は
約

半
世
紀
遡
る
延
暦
二
三
年
（
八
〇
四
）
の
『
皇
太
神
宮
儀
式
帳
』

『
止
由
気
宮
儀
式
帳
』
に
記
載
の
あ
る
品
目
が
基
準
と
な
っ
て
そ

れ
ら
に
該
当
す
る
と
見
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
る
と
式
年
遷
宮
制
度
に

お
け
る
装
束
神
宝
の
品
目
は
九
世
紀
初
頭
に
は
あ
る
程
度
の
基
準

付
け
が
為
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

両
儀
式
帳
に
定
め
ら
れ
た
品
目
は
弘
仁
一
一
年
（
八
二
〇
）
弘

仁
式
の
施
行
細
則
と
貞
観
一
三
年
（
八
七
一
）
貞
観
式
の
弘
仁
式

訂
正
増
補
を
経
て
、
延
長
五
年
（
九
二
七
）
の
『
延
喜
大
神
宮
式
』

に
集
成
さ
れ
、
各
品
目
に
つ
い
て
の
詳
細
な
事
項
が
こ
の
時
点
で

確
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
こ
で
は
装
束
神
宝
調
製
に
関
す
る

寸
法
、
技
法
、
素
材
を
含
む
御
料
の
仕
様
が
固
定
さ
れ
、
現
在
の

調
製
規
格
と
す
る
現
行
仕
様
書
の
骨
格
は
そ
の
多
く
を
こ
こ
に

由
っ
て
い
て
、
装
束
神
宝
の
調
製
仕
様
が
文
化
財
の
仕
様
と
も
並

び
称
せ
ら
れ
る
技
法
、
技
術
の
側
面
を
有
し
て
い
る
の
は
、
こ
こ

に
そ
の
根
拠
が
あ
る
。

　

当
時
、
装
束
神
宝
が
奉
献
さ
れ
て
い
た
宮
社
は
皇
大
神
宮
と
荒

祭
宮
、
月
読
宮
、
月
読
荒
御
魂
宮
、
伊
佐
奈
岐
宮
、
伊
佐
奈
弥
宮
、

瀧
原
宮
、
瀧
原
竝
宮
、
伊
雑
宮
の
八
別
宮
ま
た
豊
受
大
神
宮
と
多
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賀
宮
の
一
別
宮
で
、
そ
の
員
数
は
『
儀
式
帳
』
で
は
装
束
二
一
六

種
五
〇
五
点
・
神
宝
七
八
種
三
〇
一
点
で
総
数
二
九
四
種
八
〇
六

点
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
で
は
装
束
二
一
二
種
五
〇
二
点
・
神
宝

二
四
種
・
二
〇
九
点
で
総
数
二
三
六
種
七
一
一
点
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
員
数
を
現
行
の
員
数
と
比
較
す
る
と
実
に
そ
の
約
半
数
に
相

当
す
る
。

　

平
安
期
の
初
頭
か
ら
中
期
に
お
い
て
の
奉
献
の
制
度
は
調
製
の

開
始
に
あ
た
り
、
先
に
「
営
造
神
宝
並
装
束
使
」
が
太
政
官
五
位

以
上
の
弁
官
か
ら
一
人
任
用
さ
れ
、
そ
の
下
に
一
〇
五
人
以
上
の

有
能
な
る
技
術
を
有
す
る
専
従
者
が
配
置
さ
れ
、
遷
宮
が
執
り
行

わ
れ
る
約
二
カ
月
前
の
七
月
一
日
に
神
祇
官
の
西
院
に
お
い
て
行

事
所
始
が
行
わ
れ
た
。
調
製
に
あ
た
っ
て
は
先
ず
左
弁
官
の
史
生

に
よ
る
「
本
様
使
」
が
神
宮
に
派
遣
さ
れ
西
宝
殿
に
納
め
ら
れ
て

い
る
前
回
の
神
宝
を
拝
見
、
検
分
調
査
し
て
製
作
仕
様
上
の
疑
問

を
た
だ
し
て
必
要
事
項
を
書
き
取
り
こ
れ
を
京
都
に
持
ち
帰
っ
て
、

調
製
の
基
準
と
し
た
。
当
時
の
遷
宮
は
皇
大
神
宮
が
九
月
一
六
日

ま
た
豊
受
大
神
宮
が
二
年
後
の
九
月
一
五
日
で
、
こ
の
間
僅
か

二
ヶ
月
余
り
で
あ
る
が
、
現
在
よ
り
調
製
す
る
品
目
の
数
が
半
数

で
、
更
に
御
料
の
調
製
が
今
と
は
違
い
当
時
の
日
常
技
術
を
用
い

そ
の
専
門
職
が
あ
た
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
ら
の
全
品
目
の
調
製
が

こ
の
期
間
内
に
終
了
し
た
と
は
解
し
難
く
、
数
年
前
か
ら
内
々
の

準
備
を
進
め
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

一
〇
世
紀
初
め
に
制
定
さ
れ
た
『
延
喜
大
神
宮
式
』（
九
二
七
）

の
効
用
も
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
、
新
し
い
別
宮
の
遷
宮
制
度
の

創
定
、
ま
た
殿
内
奉
飾
の
改
善
に
よ
る
品
目
の
多
様
化
等
、
時
代

の
流
れ
に
迎
合
す
る
傾
向
が
表
わ
れ
始
め
、
更
に
は
室
町
期
に
お

け
る
戦
国
時
代
約
一
二
〇
年
間
の
正
遷
宮
の
中
絶
が
あ
る
に
至
り

調
進
資
料
の
散
逸
や
記
録
の
混
乱
を
招
き
神
祇
官
庁
の
退
廃
な
ど

に
よ
り
質
の
低
下
し
た
装
束
神
宝
が
調
進
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ

の
後
皇
大
神
宮
で
は
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
第
四
十
一
回
式

年
遷
宮
が
一
二
三
年
ぶ
り
に
行
わ
れ
、
豊
受
大
神
宮
で
は
永
禄
六

年
（
一
五
六
三
）
第
四
十
回
式
年
遷
宮
が
一
二
九
年
ぶ
り
に
共
に

再
興
さ
れ
た
。
再
興
後
の
奉
献
で
は
そ
れ
迄
の
神
宝
使
、
本
様
使

の
参
向
が
遂
に
廃
止
と
な
り
行
事
官
の
み
の
参
向
と
な
っ
た
。

　

ま
た
調
進
の
品
目
で
は
豊
受
大
神
宮
の
神
宝
に
、「
御
冠
」「
御

笏
」
始
め
一
八
種
三
二
点
が
加
進
さ
れ
『
延
喜
式
』
に
記
載
の
御

料
と
異
な
る
様
式
の
品
々
が
奉
献
さ
れ
た
。
江
戸
期
に
な
る
と
調

製
の
用
務
は
世
襲
制
に
よ
る
専
門
技
術
者
へ
の
「
職
方
世
襲
」
で

の
調
製
が
約
二
〇
〇
年
間
続
き
、
こ
れ
ら
の
方
法
に
よ
っ
て
調
製

の
伝
承
が
細
々
で
は
あ
る
が
、
そ
の
命
脈
が
保
た
れ
る
事
と
な
る
。

　

明
治
時
代
に
入
り
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
勅
令
第
一
〇
二

号
に
よ
っ
て
殿
舎
の
造
替
、
装
束
神
宝
調
進
事
務
の
監
督
官
庁
と

し
て
「
造
神
宮
使
庁
」
の
官
制
が
布
か
れ
、
同
庁
内
に
「
御
装
束

神
宝
古
儀
調
査
会
」
と
称
す
る
公
式
の
機
関
が
設
置
さ
れ
た
。
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大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
三
月
の
第
一
回
か
ら
昭
和
二
年
（
一
九

二
七
）
六
月
の
第
五
回
ま
で
、
装
束
神
宝
を
古
儀
の
正
し
い
姿
形

に
復
古
す
べ
く
有
識
者
に
よ
る
調
査
と
審
議
が
重
ね
ら
れ
、
そ
の

調
査
会
に
よ
る
結
果
は
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
第
五
十
八
回
式

年
遷
宮
の
装
束
神
宝
の
仕
様
と
し
て
制
定
さ
れ
、
以
降
昭
和
二
八

年
（
一
九
五
三
）
第
五
十
九
回
、
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
第
六

十
回
、
平
成
五
年
（
一
九
九
三
）
第
六
十
一
回
、
そ
し
て
今
回
の

六
十
二
回
に
継
承
し
て
い
る
。

装
束
神
宝
の
調
製

　

装
束
神
宝
調
製
の
基
準
と
な
る
仕
様
書
に
は
、
技
法
、
寸
法
の

規
定
の
ほ
か
に
各
品
目
、
部
位
に
用
い
る
素
材
に
つ
い
て
も
詳
細

な
規
定
が
あ
る
。
こ
の
規
定
の
素
材
を
用
い
て
各
二
〇
年
毎
の
装

束
神
宝
が
少
な
く
と
も
昭
和
四
年
の
第
五
十
八
回
以
降
調
製
さ
れ

続
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
時
代
の
流
れ
と
共
に
素
材
の
確
保
、

取
分
け
仕
様
基
準
に
準
拠
し
た
素
材
の
確
保
は
回
を
追
う
ご
と
に

厳
し
い
状
況
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
装
束
神
宝
は
広
範
な
技
術

が
交
錯
し
使
用
さ
れ
て
、
ひ
と
つ
の
御
料
の
形
態
が
形
成
さ
れ
て

ゆ
く
が
、
技
術
が
広
範
に
及
ぶ
に
比
例
し
て
そ
こ
に
使
用
す
る
素

材
も
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
素
材
と
種
類
の
み

を
こ
こ
に
列
記
す
る
と
、
金
属
八
種
、
植
物
一
六
種
、
玉
石
六
種
、

鳥
羽
四
種
、
皮
革
三
種
、
角
二
種
と
な
り
、
そ
の
他
塗
の
素
材
で

あ
る
漆
が
約
二
六
〇
瓩
必
要
と
な
る
が
、
こ
れ
ら
も
国
産
で
更
に

純
度
の
高
い
優
良
な
品
質
の
も
の
に
限
ら
れ
る
。
以
上
の
素
材
を

一
回
の
遷
宮
に
お
け
る
装
束
神
宝
の
調
製
に
お
い
て
取
り
揃
え
、

必
要
な
技
術
が
加
え
ら
れ
造
形
作
業
が
と
り
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
の

で
あ
る
が
、
先
に
も
触
れ
た
様
に
単
に
一
種
目
の
素
材
を
調
え
る

の
み
で
装
束
神
宝
の
素
材
条
件
と
し
て
良
し
と
し
な
い
と
こ
ろ
に

御
料
調
製
の
困
難
が
あ
る
。
ま
た
必
要
と
す
る
素
材
が
仮
に
調
っ

て
も
素
材
の
質
に
関
し
て
仕
様
規
格
の
条
件
を
満
た
す
等
級
で
な

け
れ
ば
装
束
神
宝
の
材
料
と
し
て
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
り
、
こ

の
素
材
に
お
け
る
質
の
条
件
を
超
え
る
事
が
麗
し
い
御
料
を
調
製

出
来
る
か
否
か
成
否
の
鍵
と
な
る
。

　

遷
宮
に
お
け
る
新
た
な
装
束
神
宝
の
調
製
は
御
料
の
製
作
図
面

を
描
き
改
め
る
作
業
か
ら
全
て
が
始
ま
る
。
製
作
図
面
（
以
下
図

面
）
は
装
束
神
宝
の
造
形
と
そ
の
構
造
、
付
属
部
位
の
形
状
、
ま

た
そ
れ
ら
に
装
飾
さ
れ
る
文
様
等
を
原
則
的
に
原
寸
大
で
表
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
図
面
は
前
記
の
古
儀
調
査
の
結
果
に
よ

る
昭
和
四
年
度
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
折
に
作
図
さ
れ
た

原
図
面
を
神
宝
装
束
部
内
で
厳
重
保
管
の
上
、
遷
宮
毎
に
こ
の
原

図
面
を
基
に
描
き
写
す
（
ト
レ
ス
）
の
で
あ
る
。
図
面
製
作
に
使

用
す
る
用
具
は
、
和
紙
仕
様
の
ト
レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
、
彩
色

用
和
紙
、
各
種
定
規
、
数
種
の
烏
口
、
各
種
毛
筆
、
墨
、
硯
、
日

本
画
用
絵
具
と
そ
れ
ら
を
使
用
す
る
際
に
必
要
な
絵
皿
、
膠
等
の
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画
材
用
具
で
あ
る
。
但
し
図
面
製
作
に
用
い
る
用
具
類
も
装
束
神

宝
の
調
製
素
材
同
様
に
入
手
に
困
難
を
き
た
す
も
の
も
あ
り
、
和

紙
仕
様
ト
レ
ー
シ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー
に
お
い
て
は
製
造
技
術
者
の
高

齢
化
を
理
由
に
数
年
前
か
ら
生
産
が
打
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

為
次
回
準
備
に
際
し
て
の
図
面
製
作
着
手
の
折
に
は
先
ず
こ
の
種

の
紙
の
入
手
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
遷
宮
準
備
の
入
口
で
足
止

め
に
会
う
事
に
な
る
。

　

図
面
は
作
図
の
手
法
に
よ
り
二
種
に
大
別
さ
れ
る
。
一
種
は
墨

に
よ
る
描
線
の
み
の
図
面
と
、
も
う
一
種
は
日
本
画
用
絵
具
で
の

彩
色
に
よ
る
図
面
で
あ
る
。
前
者
は
一
枚
の
作
図
に
数
日
間
を
要

す
る
為
、
墨
の
濃
度
を
毎
日
一
定
に
定
め
一
枚
の
図
面
の
中
で
線

に
よ
る
濃
淡
が
生
じ
な
い
よ
う
作
図
す
る
。
後
者
は
主
に
織
物
等

の
文
様
配
色
を
指
定
す
る
為
の
図
面
で
、
こ
の
彩
色
図
面
は
昭
和

四
年
以
降
諸
般
の
事
情
か
ら
各
遷
宮
に
際
し
一
部
の
み
描
き
改
め

る
に
止
ま
っ
て
い
た
が
今
回
は
所
定
の
彩
色
図
面
九
〇
枚
全
て
を

準
備
調
え
る
こ
と
が
出
来
た
。
一
回
の
遷
宮
に
際
し
て
作
図
す
る

図
面
は
約
一
、〇
〇
〇
枚
で
形
状
、
寸
法
が
各
々
一
枚
の
図
面
に

図
示
さ
れ
て
い
る
。
図
示
さ
れ
る
単
位
は
寸
、
分
、
厘
で
表
示
さ

れ
、
図
面
上
で
は
一
〇
分
の
一
ミ
リ
に
も
値
す
る
寸
法
が
指
示
の

対
象
と
な
り
、
特
に
精
確
を
求
め
る
事
を
目
的
と
し
て
い
る
。
装

束
神
宝
の
調
製
は
、
各
工
程
の
順
を
追
っ
た
積
み
重
な
り
で
造
形

が
完
成
し
、
技
術
も
数
十
種
の
技
法
が
複
合
的
に
用
い
ら
れ
る
。

そ
の
為
図
面
は
各
技
術
の
施
工
範
囲
を
各
工
程
別
に
そ
れ
ぞ
れ
に

指
示
を
し
て
そ
れ
を
図
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
図
面
は

各
工
程
の
調
製
担
当
者
が
図
面
に
示
さ
れ
た
通
り
忠
実
に
自
ら
の

担
当
範
囲
を
施
工
し
て
、
次
の
工
程
担
当
者
に
製
作
移
行
す
る
事

を
指
示
し
て
い
る
。
各
工
程
に
お
い
て
の
図
面
を
基
準
と
す
る
調

製
行
為
の
集
積
は
正
確
な
形
状
の
装
束
神
宝
の
造
形
と
し
て
完
成

す
る
。
こ
の
事
か
ら
図
面
製
作
は
原
図
面
に
ひ
た
す
ら
忠
実
に
、

精
確
に
そ
の
形
状
或
は
文
様
形
態
の
造
形
本
質
を
的
確
に
把
握
し

描
き
写
す
事
が
求
め
ら
れ
る
。
図
面
を
製
作
す
る
期
間
は
六
～
七

年
を
要
し
、
こ
の
期
間
は
そ
の
殆
ん
ど
が
図
面
製
作
に
集
中
し
費

や
さ
れ
る
。
ま
た
図
面
と
並
び
装
束
神
宝
調
製
の
根
幹
で
あ
る
仕

様
書
も
並
行
し
て
こ
の
期
間
に
作
成
す
る
。
仕
様
書
は
図
面
同
様

基
本
的
に
変
更
を
加
え
る
事
は
一
切
な
い
が
、
一
部
施
工
技
術
を

指
示
す
る
文
言
を
時
代
に
合
わ
せ
た
表
現
に
置
き
換
え
る
等
の
検

討
を
行
う
。

　

図
面
と
仕
様
書
の
作
成
が
完
了
す
る
と
、
当
度
の
御
料
の
調
製

を
担
当
す
る
調
製
者
の
選
定
に
着
手
す
る
。
但
し
調
製
技
術
者
が

限
定
さ
れ
調
製
に
相
当
の
年
月
を
要
す
る
品
目
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
待
た
ず
に
早
期
に
調
製
に
着
手
す
る
場
合
が
あ
る
。

調
製
の
技
法
技
術

　

装
束
神
宝
の
調
製
は
、
染
織
、
漆
工
、
木
工
、
金
工
の
美
術
工
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芸
四
分
野
に
技
術
の
基
軸
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
技
術
が
仕
様
書
の

指
示
に
よ
っ
て
複
合
的
に
集
積
し
て
御
料
の
形
態
を
成
し
て
い
る
。

仕
様
書
に
指
示
さ
れ
る
技
術
は
日
常
的
な
工
芸
技
術
（
調
製
者
が

日
常
的
に
用
い
て
い
る
工
芸
技
術
）
か
ら
数
段
階
高
級
な
技
術
水
準

が
規
定
さ
れ
て
い
て
、
装
束
神
宝
の
調
製
着
手
の
時
点
か
ら
高
水

準
の
技
術
施
工
が
義
務
付
け
ら
れ
、
装
束
神
宝
の
調
製
中
は
日
常

的
に
非
日
常
の
高
い
技
術
に
よ
る
施
工
が
行
わ
れ
る
事
と
な
る
。

次
に
そ
れ
ら
の
各
美
術
工
芸
分
野
に
お
け
る
技
法
技
術
で
、
今
回

特
に
所
定
の
仕
様
で
施
工
し
た
例
を
各
技
術
分
野
ご
と
に
記
す
。

こ
こ
で
謂
う
所
定
の
仕
様
と
は
古
儀
調
査
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
た

昭
和
四
年
第
五
十
八
回
遷
宮
の
際
の
仕
様
を
指
し
、
そ
れ
以
後
第

五
十
九
回
か
ら
第
六
十
一
回
ま
で
若
干
の
品
目
で
は
何
ら
か
の
理

由
或
は
諸
事
情
に
よ
り
所
定
の
技
術
で
は
な
く
、
代
替
え
の
技
術

を
も
っ
て
調
製
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
技
術
を
今

回
は
調
製
関
係
者
の
尽
力
と
美
術
工
芸
界
の
技
術
復
古
の
潮
流
に

よ
り
正
規
の
仕
様
に
復
古
し
、
麗
し
い
御
料
の
姿
で
神
々
に
奉
献

で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。

染
織

　

装
束
神
宝
の
染
織
品
は
一
六
種
類
、
延
丈
尺
四
万
五
千
尺
（
一

三
・
六
㎞
）
の
織
物
類
が
あ
る
。
装
束
神
宝
の
織
物
は
古
く
か
ら

「
神
宮
裂
」
と
称
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
ら
に
使
用
さ
れ
る
文
様
は
一

部
の
染
織
研
究
者
の
間
で
は
特
に
貴
重
な
裂
地
資
料
と
し
て
の
扱

い
を
受
け
て
来
た
。
織
物
に
使
わ
れ
る
文
様
は
三
四
種
類
で
何
れ

も
格
調
の
あ
る
形
状
の
有
職
文
様
で
あ
っ
て
、
当
然
神
々
の
御
料

に
用
い
る
文
様
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
一
般
の
織
物
へ
の
使
用
は
固

く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

今
回
の
織
物
調
製
に
つ
い
て
は
皇
后
陛
下
御
親
蚕
の
「
小
石

丸
」
が
ご
献
進
に
な
り
皇
大
神
宮
、
豊
受
大
神
宮
の
共
に
御
神
座

真
近
に
奉
飾
す
る
御
被
二
種
に
用
い
る
重
要
な
織
物
に
、
小
石
丸

よ
り
繰
糸
し
た
生
糸
を
使
わ
せ
て
頂
い
た
。
ご
献
進
頂
い
た
の
は

平
成
一
八
年
六
月
で
、
生
繭
八
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
か
ら
七
キ
ロ
グ
ラ

ム
の
生
糸
を
繰
糸
し
た
。
製
織
し
た
織
物
は
皇
大
神
宮
御
料
「
屋

形
紋
錦
御
被
」
に
使
用
す
る
赤
地
屋
形
文
錦
と
豊
受
大
神
宮
御
料

「
刺
車
錦
御
被
」
に
使
用
す
る
黄
地
小
車
文
錦
で
あ
る
。
今
回
の

二
種
の
裂
地
に
使
用
さ
れ
た
小
石
丸
の
経
糸
は
、
従
来
の
御
料
製

織
に
使
用
さ
れ
て
い
た
経
糸
の
六
割
の
細
さ
の
糸
を
設
定
し
た
。

平
安
か
ら
鎌
倉
期
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
染
織
品
の
残
欠

が
殆
ん
ど
現
存
せ
ず
、
僅
か
に
残
る
資
料
の
中
に
見
ら
れ
る
当
時

の
も
の
と
思
わ
れ
る
有
職
織
物
の
錦
の
経
糸
は
、
今
回
使
用
の
小

石
丸
に
よ
る
経
糸
と
同
等
の
番
手
の
細
さ
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
を
、

製
織
担
当
の
織
物
研
究
家
と
の
考
証
の
中
で
得
た
。
経
糸
、
緯
糸

を
染
色
す
る
染
料
も
小
石
丸
使
用
の
二
種
の
錦
始
め
全
て
の
有
色

の
織
物
は
、
植
物
を
主
と
す
る
天
然
染
料
で
染
色
し
た
。
植
物
染
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料
は
一
般
的
に
日
常
使
用
さ
れ
て
い
る
合
成
染
料
に
比
べ
染
色
手

法
が
複
雑
で
専
門
的
な
経
験
と
知
識
、
更
に
技
術
的
に
熟
練
を
要

す
る
事
と
、
色
調
の
耐
久
性
が
弱
く
変
化
し
易
い
な
ど
現
代
の
生

産
性
に
お
い
て
は
利
す
る
点
が
少
な
い
素
材
で
あ
る
が
、
透
明
感

と
深
み
の
あ
る
色
相
は
合
成
染
料
で
は
到
底
再
現
不
可
能
で
染
織

品
に
お
い
て
の
価
値
は
何
に
も
比
し
て
高
い
。
今
回
の
調
製
で
植

物
染
料
を
使
用
し
た
織
物
は
錦
、
唐
錦
、
練
綾
、
打
綾
、
練
絹
で

合
計
一
〇
、九
五
七
尺
で
約
三
、三
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
膨
大
な
丈
尺

量
で
あ
る
。
こ
の
数
字
は
今
日
に
お
い
て
は
常
識
的
に
は
天
然
染

料
を
使
用
し
て
製
織
す
る
数
で
は
な
い
が
、
敢
え
て
こ
の
種
の
染

料
を
用
い
て
得
た
今
回
の
結
果
は
、
不
可
能
と
し
て
来
た
植
物
染

料
に
よ
る
指
定
の
色
相
へ
の
安
定
的
な
染
付
技
術
を
一
定
量
の
丈

尺
に
お
い
て
も
確
実
に
可
能
な
ら
し
め
る
確
証
を
得
た
事
で
あ
る
。

漆
工

　

漆
を
素
材
と
し
て
塗
装
加
工
す
る
技
術
は
装
束
神
宝
調
製
全
般

に
お
い
て
、
御
料
そ
れ
ぞ
れ
の
品
目
で
そ
の
調
製
目
的
に
応
じ
た

用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
。
装
束
神
宝
漆
工
品
の
装
飾
で
、
そ
の

主
た
る
技
法
は
正
倉
院
宝
物
に
も
「
平へ

い

脱だ
つ

文も
ん

」
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
加
飾
法
で
装
束
神
宝
で
は
「
平

ひ
ょ
う

文も
ん

」
と
称
し
て
各
種
の
筥

類
、
太
刀
鞘
を
始
め
と
す
る
多
数
の
品
目
の
表
面
を
飾
る
手
法
と

し
て
多
用
さ
れ
て
い
る
。
平
文
加
飾
を
施
工
す
る
品
目
は
櫛く

し

筥ば
こ

一

八
合
、
轆ろ
く

轤ろ

筥ば
こ

三
一
合
、
玉
筥
一
合
、
衣
筥
三
合
、
籰わ
く

二
枚
、
木お

絡か

二
け

基
、
太
刀
鞘
六
〇
柄
、
鉾
柄
五
五
竿
、
鞍く
ら

橋ぼ
ね

三
具
、
呉ご

床し
ょ
う

一
具
、
蓋
き
ぬ
が
さ

柄え

三
柄
、
羅ら
の

翳さ
し
は

柄
三
柄
、
菅
翳
柄
三
柄
、
菅す
げ

笠が
さ

柄
四
柄
で
合
計
一
八
九
点
で
あ
る
。
文
様
の
形
に
切
り
抜
か
れ
漆

工
表
面
の
加
飾
に
使
用
さ
れ
る
銀
板
の
数
は
約
五
、〇
〇
〇
枚
で

使
用
部
位
に
よ
り
そ
の
厚
み
は
若
干
の
差
異
が
あ
る
が
、
仕
様
書

で
の
基
準
は
銀
板
の
厚
さ
は
二
厘
（
〇
・
六
ミ
リ
）
と
定
め
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
基
準
値
は
通
例
の
工
芸
品
制
作
で
は
用
い
る
事
が

殆
ん
ど
な
い
厚
み
で
装
束
神
宝
に
お
い
て
の
漆
工
加
飾
の
重
厚
仕

様
が
こ
の
点
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
今
回
の
調
製
で
は
昭
和

四
年
第
五
十
八
回
の
調
進
以
降
、
諸
々
の
事
情
に
よ
り
所
定
の
仕

様
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
調
進
さ
れ
て
き
た
品
目
を
規
定
の
仕
様

に
復
古
し
た
事
例
が
二
例
あ
る
。
そ
の
一
例
目
の
品
目
は
御
料
名

「
御
鞍
」
に
属
す
る
鞍
橋
三
具
と
、
鐙
三
掛
で
こ
の
鞍
橋
と
鐙
は

昭
和
二
八
年
の
第
五
十
九
回
以
降
、
前
回
の
平
成
五
年
第
六
十
一

回
の
調
進
ま
で
蒔
絵
に
て
加
飾
施
工
を
行
っ
て
来
た
。
今
回
は
調

製
者
に
適
任
者
を
得
た
事
と
漆
工
界
で
の
気
運
の
上
昇
、
取
分
け

高
度
な
技
術
へ
の
志
向
性
の
高
ま
り
を
得
た
事
と
相
ま
っ
て
正
規

の
仕
様
に
よ
る
調
製
が
可
能
と
な
っ
た
。
鞍
橋
は
形
状
面
の
曲
面

が
複
雑
で
そ
の
表
面
に
唐
花
唐
草
文
に
切
り
抜
い
た
銀
板
を
貼
り

研
ぎ
あ
げ
る
の
で
あ
る
が
、
微
妙
な
凹
凸
面
に
文
様
の
構
成
形
態

を
崩
さ
ず
適
正
な
配
置
に
固
定
す
る
工
程
は
、
高
度
で
専
門
的
な
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熟
練
の
技
術
力
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
為
に
過
去
数
回
の
調
製
で

は
蒔
絵
に
よ
る
代
替
え
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
鐙

に
つ
い
て
も
第
五
十
九
回
か
ら
前
回
迄
は
鋳
金
に
よ
る
成
形
が
な

さ
れ
て
来
た
が
、
今
回
は
正
規
仕
様
の
鍛
造
に
よ
る
造
形
が
可
能

と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
鋳
型
に
鉄
を
鋳
込
み
形
づ
く
る

の
に
対
し
て
鍛
造
に
よ
る
そ
れ
は
、
施
工
手
順
が
複
雑
で
工
程
の

数
も
五
倍
以
上
に
の
ぼ
る
。
成
形
後
は
更
に
鞍
橋
と
同
工
程
の
平

文
加
飾
の
漆
工
手
順
を
重
ね
る
。
二
例
目
は
第
五
十
九
回
か
ら
前

回
ま
で
の
装
束
神
宝
の
辛
櫃
は
素
木
に
よ
る
調
製
が
な
さ
れ
て
来

た
。
そ
れ
が
今
回
は
第
五
十
八
回
の
正
規
仕
様
で
あ
る
漆
塗
に
金

銅
金
具
を
装
備
し
た
姿
に
復
古
し
た
。
こ
れ
は
約
八
〇
年
振
り
の

復
古
で
調
製
中
は
金
具
装
備
に
伴
う
予
想
外
の
調
整
を
要
す
る
作

業
と
何
度
か
遭
遇
し
た
が
、
幸
い
に
し
て
調
製
担
当
者
の
尽
力
に

よ
り
そ
れ
ら
の
壁
を
乗
り
越
え
て
麗
し
い
御
料
と
し
て
完
成
し
た
。

装
束
神
宝
の
調
製
は
二
〇
年
毎
の
施
工
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
時

代
に
即
応
し
た
調
整
事
項
が
生
じ
、
毎
回
そ
れ
ら
の
事
柄
を
調
製

者
の
尽
力
を
得
て
克
服
し
つ
つ
完
成
へ
と
纏
め
上
げ
る
。
今
回
の

八
〇
年
振
り
の
調
製
で
は
そ
の
事
の
振
幅
は
予
想
外
に
大
き
な
も

の
で
あ
っ
た
。
御
料
は
八
種
類
の
形
状
と
朱
色
と
黒
色
の
各
々
の

辛
櫃
が
八
六
合
調
製
さ
れ
、
辛
櫃
に
付
属
す
る
置
台
も
漆
塗
仕
様

に
仕
上
げ
ら
れ
た
。
内
張
も
正
規
の
仕
様
の
通
り
皇
大
神
宮
と
同

別
宮
が
紫
、
豊
受
大
神
宮
と
同
別
宮
が
青
の
練
絹
で
の
設
え
と

な
っ
て
い
る
。

木
工

　

漆
工
品
の
造
形
上
の
骨
格
を
形
成
す
る
木
地
拵
は
良
質
の
木
材

と
そ
れ
を
切
組
工
作
す
る
高
い
技
術
力
を
備
え
た
木
地
師
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
い
る
。
装
束
神
宝
の
漆
工
木
地
は
将
来
に
わ
た
り

形
状
の
歪
み
や
狂
い
が
起
き
な
い
様
、
最
上
質
檜
の
糸
柾
材
を
主

に
使
用
す
る
。
装
束
神
宝
に
使
用
す
る
檜
の
素
材
は
建
築
素
材
に

用
い
る
檜
よ
り
数
等
級
上
質
の
素
材
を
必
要
と
し
、
仕
様
の
条
件

を
満
た
す
こ
れ
ら
の
素
材
の
入
手
に
は
木
曽
の
産
地
現
場
に
赴
き

上
質
の
天
然
檜
を
調
達
し
た
。
こ
の
産
地
現
場
で
は
近
年
、
年
を

追
う
毎
に
生
産
量
が
減
少
し
檜
材
の
市
場
へ
の
供
給
も
一
時
に
比

べ
る
と
極
度
に
減
少
し
て
い
る
。
そ
の
様
な
状
況
下
に
お
い
て
高

等
級
の
上
質
材
の
入
手
は
容
易
で
は
な
く
当
初
当
方
の
要
求
基
準

か
ら
は
る
か
に
下
回
る
等
級
材
の
提
示
が
あ
っ
た
が
、
時
を
追
う

に
従
っ
て
当
方
の
要
求
基
準
へ
の
理
解
を
得
て
、
そ
れ
に
沿
う
べ

く
木
曽
側
生
産
者
の
尽
力
に
よ
り
装
束
神
宝
に
相
応
し
い
木
地
材

の
供
給
を
得
た
。
こ
れ
ら
の
檜
材
は
神
宝
装
束
部
に
納
入
さ
れ
た

後
も
約
三
年
間
の
乾
燥
期
間
を
お
い
て
充
分
な
養
生
を
与
え
順
次

各
調
製
者
に
交
付
し
た
。
調
製
者
は
担
当
品
目
に
応
じ
て
大
小
異

な
る
部
材
を
造
形
的
に
安
定
し
た
形
状
と
す
べ
く
、
細
部
の
切
組

を
軸
に
仕
様
の
形
態
に
工
作
す
る
。
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装
束
神
宝
の
木
工
品
で
は
楊
や
な
ぎ

筥ば
こ

の
調
製
も
そ
の
枢
要
な
技
術
の

一
つ
に
挙
げ
る
事
が
出
来
る
。
楊
筥
は
襪
、
髺も

と

結ゆ
い

、
履
な
ど
を
納

め
る
付
属
の
筥
で
あ
る
が
北
海
道
産
の
白
楊
材
を
材
料
と
す
る
。

精
緻
な
三
角
形
の
稜
線
が
筥
の
甲
板
と
側
板
に
整
然
と
削
り
出
さ

れ
て
い
る
高
度
な
指
物
技
術
を
要
す
る
筥
で
あ
っ
て
今
回
楊
筥
の

調
製
は
伊
勢
市
内
の
工
房
で
行
わ
れ
た
。
従
来
か
ら
の
通
念
で
は

こ
の
技
術
水
準
を
要
す
る
筥
の
調
製
に
つ
い
て
は
京
都
方
面
を
中

心
と
す
る
手
練
の
職
方
に
委
ね
る
べ
き
と
す
る
の
が
大
勢
で
あ
る

が
、
今
回
の
様
に
地
元
の
工
房
で
も
同
等
の
高
い
技
術
力
が
期
待

で
き
る
以
上
こ
れ
ら
を
奨
励
育
成
し
て
行
く
の
も
地
域
の
技
術
の

活
性
に
は
必
要
な
事
で
あ
る
。
楊
筥
は
大
き
さ
別
に
五
種
類
、
合

計
三
三
合
調
製
す
る
が
今
回
の
伊
勢
市
内
工
房
で
の
調
製
完
了
の

際
の
最
終
検
査
で
は
全
品
高
水
準
の
合
格
に
達
し
て
い
た
事
も
特

筆
に
値
す
る
事
例
で
あ
る
。

金
工

　

金
工
は
装
束
神
宝
の
要
所
を
装
飾
す
る
数
多
い
金
具
類
の
加
工

を
施
工
す
る
重
要
な
技
術
で
あ
る
。
金
具
の
加
工
は
「
錺

か
ざ
り

師し

」
と

称
す
る
職
方
を
中
心
に
伝
統
的
な
技
術
が
継
承
さ
れ
て
い
て
、
装

束
神
宝
の
調
製
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
職
方
の
技
術
的
な
貢
献
に

占
め
る
割
合
は
大
き
い
。
装
束
神
宝
の
調
製
に
携
わ
っ
て
い
る
錺

師
は
現
在
も
代
々
の
世
襲
に
よ
る
家
業
と
し
て
の
伝
承
を
行
っ
て

い
て
、
当
主
は
職
方
集
団
の
長
で
も
あ
る
。
当
主
は
伝
統
的
金
工

技
術
を
継
承
す
る
上
で
の
工
房
設
備
、
工
具
類
、
複
数
の
職
方
を

擁
し
そ
れ
ら
の
総
合
的
な
統
率
力
を
背
景
に
高
水
準
の
金
具
類
の

加
工
を
行
う
。
装
束
神
宝
に
装
備
す
る
金
工
品
は
金
具
各
々
の
個

体
が
入
念
な
手
作
業
に
よ
る
ほ
か
加
工
す
る
品
目
が
多
種
類
に
及

び
ま
た
、
そ
の
数
量
も
数
百
点
を
降
る
事
は
無
い
。
但
し
金
工
関

係
の
職
方
は
他
の
染
織
、
漆
工
、
木
工
等
の
分
野
に
比
し
て
装
束

神
宝
の
調
製
に
関
す
る
限
り
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
三
割
方
職

方
人
口
が
少
な
く
、
当
然
装
束
神
宝
の
金
工
品
を
扱
う
事
が
出
来

る
高
度
の
技
術
力
を
持
つ
職
方
は
更
に
限
ら
れ
る
。
今
回
も
御
料

の
調
製
を
進
め
る
中
で
最
も
難
渋
し
調
製
請
者
の
心
労
を
煩
わ
せ

た
の
は
こ
の
金
工
の
品
目
類
で
あ
る
。
金
工
分
野
は
職
方
数
が
限

定
的
で
あ
る
に
加
え
、
技
術
の
習
得
期
間
が
長
く
人
材
の
育
成
に

時
間
を
要
す
る
。
今
回
の
御
料
調
製
で
力
を
発
揮
し
た
調
製
者
は

前
回
に
お
い
て
下
積
み
の
努
力
を
積
ん
だ
職
方
で
、
そ
れ
ら
が
今

回
集
団
の
長
と
し
て
若
手
を
率
い
て
高
度
な
出
来
栄
え
の
御
料
を

調
製
し
た
。
金
工
分
野
に
お
け
る
技
術
の
習
得
期
間
は
他
の
技
術

分
野
同
様
下
積
み
期
間
も
含
め
長
い
時
間
を
要
す
る
が
、
装
束
神

宝
の
調
製
時
期
を
捉
え
る
な
ど
高
い
技
術
が
駆
使
さ
れ
る
そ
れ
ら

の
時
期
を
逸
し
な
い
技
術
者
の
養
成
が
必
要
で
あ
る
。
先
の
こ
と

は
そ
の
事
を
具
体
的
に
示
し
た
好
例
で
あ
る
と
言
え
る
。
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神
宮
式
年
遷
宮
に
お
け
る
御
装
束
神
宝
の
調
製
は
神
々
に
麗
し

い
御
料
を
奉
献
す
る
御
事
が
先
ず
以
て
第
一
で
あ
り
、
そ
の
麗
し

い
装
束
神
宝
を
こ
の
後
も
滞
り
な
く
調
進
す
る
上
に
も
、
同
職
の

先
輩
諸
氏
が
綿
々
と
受
け
継
い
で
き
た
が
如
く
、
技
術
を
取
巻
く

環
境
へ
の
一
時
も
の
怠
り
な
い
配
意
が
今
後
益
々
必
要
と
な
る
。

（
神
宮
式
年
造
営
庁
神
宝
装
束
課
長
）


